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第４章　総合的かつ効果的な推進体制等

１　実施主体の強化及び周知度の向上

⑴　実施主体の強化
人権啓発を効果的に推進するためには、人権啓発の実施主体の体制を質・量の両面に

わたって強化していく必要があるが、特に、各地域に密着した効果的な人権啓発を行う
ためには、全国に約１万4,000人配置されている人権擁護委員の活用が有効かつ不可欠
である。
また、複雑・多様化する人権問題に適時適切に対応し、人権擁護委員活動の一層の活

性化を図るためには、人権擁護委員組織体の体制を充実・強化し、人権擁護委員組織体
自らが自主的かつ積極的な人権啓発活動等を推進していく体制を整備していく必要があ
る。

⑵　周知度の向上
法務省では、法務省の人権擁護機関の周知を図るなどの目的のため、啓発冊子「人権

の擁護」並びに人権擁護委員制度について説明したリーフレット及び冊子を作成し、人
権週間や人権擁護委員の日を中心に講演会等で配布するなど、周知活動の強化を図って
いる。
また、法務省の人権擁護機関による調査救済制度等を周知するためのリーフレット「法

務局による相談・救済制度のご案内」を配布し、調査救済制度等の周知を図った。

みんなの人権110番
（全国共通人権相談ダイヤル）

子どもの人権110番

女性の人権ホットライン

インターネット人権相談受付窓口

　0570-070-810
ゼロナナゼロ  の ハートライン

0120-007-110
ぜろぜろなな の ひゃくとおばん

　0570-003-110
ゼロゼロみんな  の ひゃくとおばん

こ の 冊 子 に は，音 声 コ ード
（Uni-Voice）が各ページ（奇数
ページ右下，偶数ページ左下）に印
刷されています。
Uni-Voice アプリを使用して読み
取ると，記録されている情報を音
声で聞くことができます。

こ の 冊 子 に は，音 声 コ ード
（Uni-Voice）が各ページ（奇数
ページ右下，偶数ページ左下）に印
刷されています。
Uni-Voice アプリを使用して読み
取ると，記録されている情報を音
声で聞くことができます。

@MOJ_JINKEN HumanRightsBureau.MOJ @JINKEN01

パソコン, 携帯電話, スマートフォン共通
https://www.jinken.go.jp/

パソコン, 携帯電話, スマートフォン共通
https://www.jinken.go.jp/kodomo

　差別や虐待，ハラスメント等，様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。電話
は，おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につながり，相談は，法務局職員又は人権
擁護委員がお受けします。

　子どもの人権問題は，周囲の目に付きにくいところで多く起こっています。そして，被害者で
ある子ども自身も，その被害を外部に訴えるだけの力がまだ備わっていなかったり，身近な人に
話しにくいといったりした状況等から，重大な結果に至って初めて気付くという例が少なくあり
ません。そこで，子どもが発する信号をいち早くつかみ，その解決に導くための電話相談を受け
付けています。

　DVを始めとする女性に対する暴力，各種ハラスメント，ストーカー行為等，女性をめぐる様々
な人権問題について，専門に扱う「女性の人権ホットライン」を全国の法務局・地方法務局の本局
に設置して，女性の人権問題をいち早くつかみ，その解決に導くための電話相談を受け付けてい
ます。

　法務省の人権擁護機関では，インターネットでも人権相談を受け付けています。
　相談フォームに必要事項を入力して送信していただくと，あなたの住所を管轄する法務局・地
方法務局に相談に関する情報が送信され，後日，メール，電話又は面談により回答します。

インターネット人権相談 検 索
けん さくじんけんそうだん

※外国語による人権相談については，17ページ参照

人権について困ったことがあれば…。
ひ と り で 悩 ま ず に ご 相 談 くだ さ い
人権について困ったことがあれば…。
ひ と り で 悩 ま ず に ご 相 談 くだ さ い

人権擁護局HP・公式SNSアカウント
－ 様々な情報を発信しています －

人権擁護局HP・公式SNSアカウント
－ 様々な情報を発信しています －

FacebookTwitter法務省人権擁護局HP LINE

令和３年度版令和３年度版

人権の擁護人権の擁護
よう　　　ごよう　　　ごじんじん けんけん
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人権イメージキャラクター

啓発冊子
「令和３年度版　人権の擁護」

様々な相談方法があります

●面談
　・常設相談所
　　（法務局・地方法務局又はその支局）
　・特設相談所
　　（市町村役場，デパート，社会福祉施設等で随時開設）
●電話※

●インターネット人権相談※

　※裏面をご覧ください。

被害者救済の流れ

救済

地域の皆さんからの
人権に関する相談に応じています。

人権の大切さを多くの方々に
知っていただき，また， 
考えていただくために， 
様々な活動を行っています。

「人権を侵害された」という
被害者からの申告などを受け，
法務局職員と協力して，
調査処理に当たります。
人権相談から救済手続を
開始する場合もあります。

子どもたちが協力し
て花を育てることを
通じて，「命の大切
さ」や「相手への思
いやり」の心を育む
ことを目的に活動を
しています。

いじめなどについて
考える機会を通じて，
相手への「思いやり」
の大切さを伝えてい
ます。

人権問題についての作文を書く
ことを通じて，豊かな人権感覚
を身につけることを目的に実施
しています。

相談 啓発

人権の花運動

人権教室

全国中学生人権作文コンテスト

企業や社会福祉施設等において，講師とし
て，人権尊重の重要性を伝えています。

各地域で様々な啓発活動を行っています。

地元企業や施設での講演 街頭啓発・啓発イベント

人権イメージキャラクター
人ＫＥＮまもる君・人ＫＥＮあゆみちゃん

人権相談・
被害の申告

法務省の
人権擁護機関

調 査

侵犯事実の
有無を判断

救済のための
措置
いろいろな措置が
あります。
人権尊重のための
啓発を行うこともあります。

アフターケア

処理結果通知

認定できない場合もあります。

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会

39

女性の人権ホットライン

インターネット人権相談受付窓口

ゼロナナゼロのハートライン0570-070-810
パソコン，携帯電話,スマートフォン共通

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken111.html

  https://www.jinken.go.jp/kodomo

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会

（全国共通）

検 索
インターネット人権相談

入賞作文集のデータは，法務省ホームページに掲載しています。

（全国共通）

みんなの人権110番 ゼロゼロみんな の ひゃくとおばん0570-003-110外国語人権相談ダイヤル 0570-090-911
（全国共通）

子どもの人権110番 ぜろぜろななのひゃくとおばん　0120-007-110
通話料無料
全国共通（        ）

いじめや暴力行為等は人権侵害です。法務局・地方法務局では,人権侵害による被害を受けた方を救済するための活動を行っています。お気軽にご相談ください。

全国中学生人権作文コンテスト

第39回第39回第39回第39回

中央大会  入賞作文集

この冊子には , 音声コード（Uni-Voice）が , 各頁（奇数頁左下 , 偶数頁右下）に印 刷 さ れ て い ま す。Uni-Voice アプリを使用して読み取ると , 記録されている情報を , 音声で聞くことができます。

（Foreign-language Human Rights Hotline）

@MOJ_JINKEN

法務省人権擁護局公式ツイッター

HumanRightsBureau.MOJ

法務省人権擁護局公式フェイスブック

@JINKEN01

法務省人権擁護局公  式  L  I  N  E

人KENあゆみちゃん

人権イメージキャラクター

人KENあゆみちゃん

人権イメージキャラクター

人KENまもる君

人KENまもる君

電話では相談しに
くい，勇気がいる
などといった，子
どもたちの気持ち
に配慮した手紙に
よる人権相談です。
全国の小・中学生
に配布しています。
人権擁護委員は，届いた手紙から子どもたちの想い
を読み取って返事を書くなど，子どもたちの心に寄
り添い，事案に応じて，子どもたちの声を救済に結
び付ける取組を行っています。

子どもの人権SOSミニレター

悩みがあったら
手紙を書いてね

なや

て がみ か

ひみつは
守るよ
まも

人権とは、人が幸せに生きるための権利で、みんなが生まれたときから持っている大切

なものだよ。みんなが思いやりの心を持てば守られるものだよ。でも、言葉や暴力で傷

つけられたり、仲間外れにされたりするのは、人権が守られていないということ。そんな

ときは、このミニレターを使ってね。

みなさんの人権を守る仕

事をしている人権擁護委

員や法務局の職員が返事

をするよ。

0120-007-1100120-007-110
困ったことをなんでも相談

してください。

フリーダイヤル ぜろぜろ なな の ひゃくとおばん

困ったことをなんでも相談
してください。

人権イメージキャラクター

「人KENあゆみちゃん」
じんけん

じん

人権イメージキャラクター

「人KENまもる君」
じんけん

じん くん

ミニレター

悩みを
教えて

！

必ず力に
なるよ！

なや

かなら ちから

おし

いつも持っていてね！も

人権イメージキャラクター

「人KENあゆみちゃん」
じんけん

じん人権イメージキャラクター

「人KENまもる君」
じんけん

じん くん

※携帯電話・スマートフォンからもかけられます。

※土曜日、日曜日、祝日、平日の時間外は留守番電話です。

けい

ど にちよう び よう しゅくじつ じつ じ かん がい る す ばん でん わ

へいび
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※あなたの近くの法務局につながります。ほうちか む きょく

相談時間：月曜日～金曜日  午前8：30～午後5：15そう げつ よう び よう び ご ご ごぜんきんだん じ かん

そう

こま

だん

子どもの人権110番子どもの人権110番
じんこ けん ばん

通話無料
つう わ む りょう

カード

 SOSミニレター SOSミニレター
子どもの人権

じんこ けん って？

あなたの悩みを、あなたの
力になってくれる人が読ん

で必ず返事をくれる手紙だ
よ。

どんな悩みでもいいから
、この裏面に相談したいこ

とを書いて、気軽に送って
ね。

お友達が困っているとき
も相談してね。（切手はい

らないよ！）
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音声コードを利用される方に配布す
る際

は、音声コードの位置がわかるよう
に、

右下の点線部を丸く切り取ってくださ
い。

おんせい

みぎした てんせん ぶ まる き と

おんせい

り よう かた

い ち

さいはい ふ

きりとり

きりとり

小学生用

0120-007-110フリーダイヤル
ぜろ ななぜろ の ひゃくとおばん電話で相談

でん わ そう だん

電話料金はかからないよ
。携帯電話・スマートフォ

ンからもかけられるよ。
でん

けい たい

りょう きんわ

でん わ

通話
無料

つう わ

りょうむ

※土曜日、日曜日、祝日、平日の時間外は留守番電話です。ど よう び にち しゅくじつ へいじつ じ かんがい る す ばんでん わ

よう び

相談時間：月曜日～金曜日　午前8：30 ～午後5：15そう げつよう び よう び ご ぜん ご ご
きんだん じ かん

子どもの人権
じん

ばん

けんこ

110番110番

この冊子には、ＳＯＳカード
の横に音声コードが印刷さ

れています。

専用の読み上げ装置で読
み取ると、記録されている

情報を音声で聞くことがで
きます。さっし

おんせいよこ いんさつ

よせんよう よあ とそうち

じょうほう せい き
ろく おんき

電話 メールほか

そう だん

でん わでん わ

SOSミニレターの他に、電話
やメールで相談することもで

きるよ。

https://www.jinken.g
o.jp/kodomo

メールで相談
そう だん

法務省のホームページで
も相談を受け付けている

よ。
ほう

そう だん う つ

む しょう

子どもの人権
じんこ けん

検 索

クリック!けん さく

インターネット人権相談じん けん そう だん

こちらからでも
アクセスできるよSOS － eメールSOS － eメール

24時間受付じ かん うけ つけ

切り取って、カードとして使ってね。つか

き と

SOSミニレターは
こんなふうに
つかってね！
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2021　子どもの人権SOS
ミニレター　小学生版　

表面

東京法務局・東京都人権擁護委員連合会とう きょう とう じん けん よう ご い いん れん ごう かい

きょう とほう む きょく

東京

東京法務局・東京都人権擁
護委員連合会とう きょう とう じん けん よう ご い いん れん ごう かい

きょう とほう む きょく

この冊子には，音声コードが
印刷されています。専用の
読み上げ装置で読み取ると，
音声で聞くことができます。

法 務 省 人 権 擁 護 局
全国人権擁護委員連合会
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６月１日は人権擁護委員の日です。
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幸せな
明日へ

みんなが
幸せな
明日へ
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子どもの人権１１０番（通話料無料）
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　 ハ ー ト ラ イ ン 　

10
女性の人権ホットライン

●差別を受けた ●暴行・虐待を受けた
●セクハラ・パワハラを受けた

●いじめ・虐待を受けた
●インターネットによる誹謗中傷など

人権擁護委員って
どんな人？

　人権擁護委員は，法務大臣から委嘱された民間

のボランティアの方々で，現在，約14,000名の

人権擁護委員が全国の各市町村に配置されていま

す。人権擁護委員は，法務局と連携して，地域の

皆さんから人権相談を受け，問題解決のお手伝い

をしたり，人権侵害の被害者を救済したり，地域

の皆さんに人権について関心を持ってもらえるよ

うな人権啓発活動を行っています。

気軽にご相談ください。
秘密は守ります。相談は無料です。

人権擁護委員が身に着けるき章（バッジ）のデザインは，外枠が「か
たばみ」の葉で，中が菊型の

「人」の字です。このデザイ
ンには，地を這って広がる

「かたばみ」のように，人権
尊重思想が広がるようにと
の願いが込められています。

https://www.moj.go.jp/JINKEN/index.html

https://zenrenjinken.org/

インターネット人権相談受付窓口

き章 かたばみ

人権擁護委員の き章

インターネット人権相談 検　索

パソコン・スマホ・携帯電話共通

https://www.jinken.go.jp/

法務省人権擁護局ホームページ

全国人権擁護委員連合会ホームページ

リーフレット
「あなたの街の相談パートナー　

人権擁護委員」

小学校で
人権啓発活動をする
人権擁護委員

（人権の花運動バルーンリリースの様子）
この冊子には，音声コード（Uni-Voice）が各
ページ（奇数ページ右下，偶数ページ左下）に印
刷されています。
Uni-Voice アプリを使用して読み取ると，記録
されている情報を音声で聞くことができます。

人人
じんじん

権権
けんけん

擁擁
ようよう

護護
ごご

委委
いい

員員
いんいん

～あなたの街の相談パートナー～

法 務 省 人 権 擁 護 局
全国人権擁護委員連合会

人権イメージキャラクター
人ＫＥＮまもる君

人権イメージキャラクター
人ＫＥＮあゆみちゃん

冊子
「あなたの街の相談パートナー　

人権擁護委員」

●人権相談はこちらへ●

女性の人権についての専用相談電話です。
セクハラやＤＶなどの女性の人権についての相談はこちらへどうぞ。
●受付時間　平日午前8時30分～午後5時15分（全国共通）
●一部のIP電話等からは御利用できない場合があります。

女性の人権
ホットライン

ゼロ ゼロナナ の

0570-070-810
ハートライン

インターネットでも相談を受け付けています

職場でのセクハラ、家庭内暴力など女性に関する相談はこちら

みんなの
人権110番
この電話はおかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局に
つながります。
●受付時間　平日午前8時30分～午後5時15分（全国共通）　
●一部のIP電話等からは御利用できない場合があります。

子どもの人権についての専用相談電話です。
いじめや虐待などの子どもの人権についての相談はこちらへどうぞ。
●受付時間　平日午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　（全国共通・通話料無料）

ゼロ ゼロ みんな の

0570-003-110
ひゃくとおばん

子どもの
人権110番

ぜろフリーダイヤル ぜろ なな の

0120-007-110
ひゃくとおばん

人権についての相談はなんでも

学校でのいじめ、虐待など子どもに関する相談はこちら

1どんな人？ 2どんな制度？ 3委員の願い

人権擁護委員は法務大臣から委嘱され，活動する民間の方々です。

“人権擁護委員”は,あなたの街の相談パートナー

　人権擁護委員は，全国すべての市町村に
います。
　人権擁護委員は，日常生活に埋もれてい
る人権問題をすくい上げるために，市町村長
の推薦を受け，法務大臣から委嘱されます。
　人権問題の解決にはきめ細かな支援が大
切ですので，人権擁護委員には，色々な経歴
を持った人が就任しています。

　人権擁護委員の制度は，昭和２３年にス
タートした，歴史ある制度です。
　人権擁護委員は，人権尊重の理念を国民
に広めるため，法務局職員と共に人権相談
や救済のための活動（このリーフレットの説
明参照）をするほか，人権教室や講演会など
地域に密着した人権啓発活動をしています。
　人権擁護委員の制度は，民間の人が国と
一体となって，人権を守る制度なのです。

◉誰もが生まれながらに持つ権利
◉人が人らしく生きる権利
◉全ての人が幸せになれる権利
　それが人権です。
　　　人権は誰にとっても身近で大切なものであり，
　　　互いにそれぞれの人権を尊重し，幸せを思いやることによって
　　　日々守られていくべきものだと私たちは考えています。

◉誰もが生まれながらに持つ権利
◉人が人らしく生きる権利
◉全ての人が幸せになれる権利
　それが人権です。
　　　人権は誰にとっても身近で大切なものであり，
　　　互いにそれぞれの人権を尊重し，幸せを思いやることによって
　　　日々守られていくべきものだと私たちは考えています。

人権  つて？人権  つて？

私たちに話してみませんか

かたばみ き章

　人権擁護委員は，その職務を行う時，必ず
き章（バッジ）を着けています。
　き章(バッジ）のデザインは，外枠が「かた
ばみ」の葉で，中が菊型の「人」の字です。こ
のデザインには，地を這って広がる「かたば
み」のように，人権尊重思想が広がるように
との願いが込められています。
 

秘密は守ります。
相談は無料です。

気軽にご相談ください。

https://www.jinken.go.jp/
＊端末の環境により、御利用できない場合があります。

人KENあゆみちゃん

人KENまもる君
人権イメージキャラクター

法 務 省 人 権 擁 護 局
全国人権擁護委員連合会

人KENあゆみちゃん

人KENまもる君
人権イメージキャラクター

セクハラ
パワハラ

インターネット
による

誹謗中傷

DV

差別
体罰

虐待

プライバシー
侵害

いじめ

法務局による
相談・救済制度のご案内

法務局による
相談・救済制度のご案内

ひとりで悩まずご相談くださいひとりで悩まずご相談ください

リーフレット
「法務局による相談・救済制度

のご案内」

人権教育・啓発白書_2022_01_p104.indd   104人権教育・啓発白書_2022_01_p104.indd   104 2022/07/04   15:19:192022/07/04   15:19:19



105105

第
４
章

総
合
的
か
つ
効
果
的
な
推
進
体
制
等

２　実施主体間の連携

⑴　人権教育・啓発に関する中央省庁連絡協議会
平成12年９月25日、関係省庁事務次官等申合せにより、各府省庁等の教育・啓発活動

について情報を交換し、連絡するための場として、「人権教育・啓発中央省庁連絡協議会」
を設置した。
例年、幹事会を開催するなどして、実施した教育・啓発活動や効果検証の方法等につ

いての情報交換を行うなどしている。

⑵　人権啓発活動ネットワーク協議会
法務省では、平成12年９月までに「人権啓発活動都道府県ネットワーク協議会」を都

道府県単位（北海道については、法務局及び地方法務局の管轄区域単位）に設置し、さ
らに、平成20年３月までに市町村、人権擁護委員協議会等を構成員とする「人権啓発活
動地域ネットワーク協議会」を全国193か所に設置した。これらのネットワーク協議会
を利用して、国、地方公共団体、人権擁護委員組織体及びその他の人権啓発の実施主体
が、それぞれの役割に応じて相互に連携・協力することにより、各種の人権啓発活動の
効率的かつ効果的な実施に努めている。

⑶　文部科学省と法務省の連携
法務省の人権擁護機関が実施する人権教室、啓発教材の活用や、「子どもの人権SOS

ミニレター」、「外国語人権相談ダイヤル」等の相談事業について、文部科学省の協力を
得て学校現場に周知するなど、学校等と法務省の人権擁護機関との更なる連携強化を
図っている。

⑷　スポーツ組織との連携・協力
法務省の人権擁護機関では、人権尊重思想を若年層に普及させるため、フェアプレー

の精神等をモットーとし、青少年層や地域社会において世代を超えた大きな影響力を有
するＪリーグ加盟クラブ、プロ野球球団等のスポーツ組織と連携・協力を行っており、
スタジアムにおける各種人権啓発活動、人権スポーツ教室や１日人権擁護委員イベント
への選手派遣等、ファン・サポーターへの人権啓発において連携を図っている。

⑸　民間企業等と連携・協力した啓発活動
法務省の人権擁護機関では、携帯電話会社等の実施するスマホ・ケータイ安全教室と

連携した人権教室（77頁参照）や、「オリンピック・パラリンピック等経済界協議会」
や社会福祉協議会と連携して障害者スポーツ体験等と組み合わせた人権教室（39頁参照）
など、民間企業等と連携した人権啓発活動を実施している。
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また、「人種・障害の有無などの違いを理解し、自然に受け入れ、互いに認め合う共
生社会」の実現に向けた啓発活動（人権ユニバーサル事業）を地方公共団体に委託して、
民間企業、学校、障害者団体等と連携した人権啓発活動を実施している。

３　担当者の育成

⑴　人権啓発指導者養成研修会
法務省の人権擁護機関では、地方公共団体等の人権啓発行政に携わる職員を対象とし

て、指導者として必要な知識やスキルを習得させることを目的とした人権啓発指導者養
成研修会を実施している（100頁参照）。

⑵　人権擁護事務担当職員、人権擁護委員に対する研修
法務省では、人権擁護事務に従事する法務局・地方法務局の職員を対象とした人権擁

護事務担当職員実務研修や調査救済事務担当者研修、法務局・地方法務局の人権擁護課
長、支局長等を対象とした専門科研修等を実施し、人権擁護行政に携わる職員の養成を
している。
人権擁護委員に対しては、新任委員に対する委嘱時研修を始め、初委嘱後６か月以内

の委員を対象とした第一次研修、初委嘱後２年以内の委員を対象とした第二次研修、初
めて再委嘱されて１年以内の委員を対象とした第三次研修等を通じて、人権擁護委員と
しての職務遂行に必要な知識及び技能の習得を図っているほか、人権擁護委員組織体に
おける指導者を養成するため、人権擁護委員指導者養成研修を実施している。
このほかにも、人権擁護委員組織体が中心となり、自主的に各種研修会を企画し、実

施している。

⑶　公正採用選考人権啓発推進員に対する研修
厚生労働省では、「公正採用選考人権啓発推進員」に対し、研修会を開催し、また、

従業員の採用選考に影響力のある企業トップクラスに対し、「事業所における公正な採
用選考システムの確立」について研修会を開催した。
なお、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、集合型の研修を中止した各労

働局及びハローワークにおいては、資料送付や各労働局及びハローワークのホームペー
ジへ解説動画を掲載する等の代替措置を実施した。

４　人権教育啓発推進センターの充実

人権教育啓発推進センター（９頁参照）は、民間団体としての特質を生かした人権教
育・啓発活動を総合的に行うナショナルセンターとしての役割を果たすため、法務省、
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地方公共団体等からの委託事業のほか、情報誌「アイユ」の刊行、ホームページによる
情報提供、各種人権啓発パンフレットの作成、地方公共団体・企業等を対象とした研修
の受託業務等の独自の事業を行っている。同センター主催の研修として、令和３年度は、
人権講座を９回開催したほか、各種セミナーを開催した。
また、地方公共団体、各種研究団体等で制作した書籍・図画・ビデオ等を収集・購入

し、同センター内に設置した、人権ライブラリーにおいて、これら書籍・図画・ビデオ
等を貸し出すなどの提供を行っている。
さらに、国及び地方公共団体等から提供された人権教育・啓発に関する各種情報・資

料等を収集・整理し、利用者が検索・利用できるよう、人権ライブラリーのホームペー
ジ（https://www.jinken-library.jp/）を通じて情報提供を行っている。

５　マスメディアの活用及びインターネット等ＩＴ関連技術の活用等

テレビ、ラジオ、新聞等のマスメディアやインターネットといった様々な媒体を活用
し、DVやいわゆるアダルトビデオ出演被害問題・「JKビジネス」問題等を含む女性の
人権問題、児童虐待やいじめを始めとする子どもの人権問題、SNSなどインターネット
上での誹謗中傷等について啓発広報を行った。また、「女性の人権ホットライン」、「子
どもの人権110番」、「法テラス」等、各種人権相談窓口についても広く周知した。

６　民間のアイディアの活用
法務省では、人権教育啓発推進センター（９頁参照）に対し、人権啓発活動の推進に

効果的な啓発教材の作成、啓発動画の制作、人権シンポジウムの開催等、各種の人権啓
発活動事業を委託するとともに、ポスター等の作成に当たっては、民間の制作会社の意
見を取り入れるなどしている。
また、地方公共団体等を対象とする人権啓発指導者養成研修会や法務局・地方法務局

の人権担当者に対する研修等において、民間から各人権課題に関する専門家等を講師と
して招き、講義等を行っている。
加えて、「人種・障害の有無などの違いを理解し、自然に受け入れ、互いに認め合う

共生社会」、いわゆる「ユニバーサル社会」を実現するため、民間企業や学校、障害者
団体等と連携した人権啓発活動である「人権ユニバーサル事業」を地方公共団体への委
託により実施している。
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